
別表1

施設種別 設置根拠 設置主体 補助率

市町村

３／４（東日本大震災に対処す
るための特別の財政援助及び
助成に関する法律（以下，「特
措法」という。）（平成２３年法
律第４０号）第２条第２項に規
定する特定被災地方公共団体
（以下，単に「特定被災地方公
共団体」という。）である市町村
が設置する施設の災害復旧事
業を行う場合は，５／６）

社会福祉法人

３／４（東日本大震災に対処す
るための特別の財政援助及び
助成に関する法律の厚生労働
省関係規定の施行等に関する
政令（以下，「特措法施行令」と
いう。）（平成２３年政令第１３１
号）第３条第１項第１号及び第
２号に掲げる要件に該当する
ものの災害復旧事業を行う場
合は，５／６）

市町村 ３／４
社会福祉法人 ３／４
市町村 ３／４
社会福祉法人 ３／４

市町村

３／４（特措法第２条第２項に
規定する特定被災地方公共団
体（以下，単に「特定被災地方
公共団体」という。）である市町
村が設置する施設の災害復旧
事業を行う場合は，５／６）

社会福祉法人

交付金の交付を受けて整
備した認知症高齢者グルー
プホームを有する民間事業
者※１

老人デイサービスセンター
老人短期入所施設
軽費老人ホーム（A型・B型・ケ
アハウス）
在宅介護支援センター

老人福祉法第１５
条第２項及び第５項

養護老人ホーム
特別養護老人ホーム

老人福祉法第１５
条第３項

老人福祉センター（A型・特A
型・B型）

老人福祉法第１５条第５項

認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護拠点
地域包括支援センター

老人福祉法第１４
条
介護保険法第１１５
条の３９第２項及び
第３項

３／４（特措法施行令第３条第
１項第１号及び第２号に掲げる
要件に該当するものの災害復
旧事業を行う場合は，
５／６）



市町村 ３／４

社会福祉法人 ３／４

市町村 ３／４
社会福祉法人 ３／４

交付金の交付を受けて整
備した認知症高齢者グルー
プホームを有する民間事業
者※１

３／４

市町村 ３／４

社会福祉法人 ３／４

市町村

１／３（特定被災地方公共団体
である市町村が設置する施設
の災害復旧事業を行う場合，１
／２）

社会福祉法人
医療法人

その他厚生労働大臣が認
めた者

認知症高齢者グループホーム 老人福祉法第14条 医療法人

１／２（特措法施行令第3条第1
項第1号及び第2号に掲げる要
件に該当するものの災害復旧
事業を行う場合，２／３）

※１　交付金とは，「地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費交付金」のことをいう。

生活支援ハウス

平成１２年９月２７
日老発第６５５号厚
生省老人保健福祉
局長通知「高齢者
生活福祉センター
運営事業の実施に
ついて」

介護予防拠点

平成１８年５月２９
日老発第０５２９００
１号厚生労働省老
健局長通知「地域
介護・福祉空間整
備等交付金及び地
域介護・福祉空間
推進交付金の実施
について」

地域福祉センター

平成６年６月２３日
社援地第７４号厚
生省社会・援護局
長通知「地域福祉
センターの設置運
営について」

介護老人保健施設
介護保険法第94条
第1項 １／３（特措法施行令第3条第1

項第1号及び第2号に掲げる要
件に該当するものの災害復旧
事業を行う場合，１／２）


